
- 28 -

定 様式第15号

平成 年 月 日

定 年 及 び 就 業 規 則 等 に 関 す る 申 立 書

独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構理事長 あて

所 在 地

申請事業主 名 称

代表者職氏名 印

労働者代表 従 業 員 氏 名 印

※ 従業員が常時10人未満であって、就業規則等を労働基準監督署に届け出ていない場合は、従業員全

員の署名または記名押印をすること。

従 業 員 氏 名 印 従 業 員 氏 名 印

従 業 員 氏 名 印 従 業 員 氏 名 印

従 業 員 氏 名 印 従 業 員 氏 名 印

従 業 員 氏 名 印 従 業 員 氏 名 印

従 業 員 氏 名 印

当社の平成９年４月１日以降における定年及び継続雇用制度等について、下記のとおり申立てます。

申立内容に虚偽があると機構が判断した場合には、支給を受けた金額を早急に返還することに同意します。

また、申立内容の確認を機構(機構が業務を委託する法人を含む。）が行う場合には協力します。

記

次のいずれかに該当する場合は、下記に内容をご記入ください。

① 平成9年4月1日以降に適用されている就業規則等について、労働基準監督署の受理日が当該就業規則

等を実施した日の翌日から起算して６ヶ月を超えている場合は、労働基準監督署への届出が遅れた理由及

び実施日から届出日までの間の周知方法。

② 65歳安定継続雇用制度を導入した場合で、導入前又は導入後の就業規則等において、契約更新の実

態、期間の定めがないこと等について明確でない場合は、その契約形態等。

③ 平成9年4月1日以降に就業規則等により定年等を明文化していない期間がある場合は、その間の定年の

年齢等（裏面表に内容を記入）、明文化していなかった理由及び周知方法等。

（裏面に続く）
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定 様式第15号（裏面）

④ 平成9年4月1日以降の定年等を定めた就業規則等を紛失等により提出することができない場合、当該就業

規則等に定めた定年の年齢等（定年及び継続雇用制度に変更があったもののみを下記表に内容を記入）、

提出できない理由及び紛失等による間の周知方法等。

⑤ 定年の定めの廃止を実施した場合において、定年条項を削除したこと等により就業規則等にその旨の記

載がない場合は、労働者全員について定年を廃止していること。

⑥ 従業員が常時10人未満であって、就業規則等を労働基準監督署に届け出ていない場合、当該就業規則

等に定めた定年の年齢等（定年及び継続雇用制度に変更があったもののみを下記表に内容を記入）の周知

方法等。

○申立内容

（上記③④⑥の理由による場合）

制定方法 実施日 労働基準監督 周知方法 定年 継続雇用制度 嘱託

（労働協約・ 署への届出 制度 パ ー ト 等

就業規則 規 則

その他これ 有 届出日 定年 制度 雇用契約 雇用 継続雇用の対象者 の

に準ずるも 無 年齢 の 期間 終了 有無

の） 有無 ※定めてい 年齢

ない場合は

「なし」

年 有 年 有 １．希望者全員 有

月 日 無 月 日 歳 無 歳 ２．対象者の基準有 無

年 有 年 有 １．希望者全員 有

月 日 無 月 日 歳 無 歳 ２．対象者の基準有 無

年 有 年 有 １．希望者全員 有

月 日 無 月 日 歳 無 歳 ２．対象者の基準有 無

注 虚偽の申立てがあった場合は、支給した当該奨励金に延滞金を加えた金額を返還していただきます。

また、悪質な場合は刑事告訴する場合もあります。
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